
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近年、イノシシが市街地など人間の生活環境へ頻繁に出没しており、人身被害も毎年発生している状況です。

市街地に出てきたイノシシは、不慣れな環境や車との接触、人の干渉などによりパニックになっていることが多く、

対応を間違えると重大事故につながる危険性がありますのでご注意ください。 

 

イノシシを見かけたら 

１ あわてずに安全を確保しましょう。 

２ イノシシを威嚇しないようにしましょう。 

３ ゆっくり後ずさりして遠ざかりましょう。 

４ 犬を連れていると、イノシシが襲ってくる場合があります。イノシシが向かってきたときは犬を放すなど十分に 

注意してください。 

５ 目撃情報がありましたら、環境課衛生係（８８－２６６１）または、産業政策課ｱｸﾞﾘｶﾙﾁｬｰ推進係（８８－２６５３）ま

でご連絡ください。  

                                                   

対策について 

１ イノシシの餌になるものを放置しない。 

２ イノシシの隠れ家や通り道となる田畑や空き地の雑草を刈ってください。 

３ イノシシに入られないよう柵などで田や畑、樹園地を囲んでください。 

４ 子供のイノシシでも餌を与えないでください。人間を怖がらなくなります。 

５ ごみ出しは、収集日当日の朝８時半までに出してください。 

  前夜からごみを出したりペットのエサを放置すると、結果として餌付けをしたのと同様になります。イノシシが 

住宅地内を徘徊することにつながりますので注意しましょう。 

６ 家の門扉やドアなどは開け放しにしないようにしてください。 

 

 

 

お問い合わせ先 

瀬戸市役所 環境課衛生係  産業政策課ｱｸﾞﾘｶﾙﾁｬｰ推進係 

電話 0561-88-2661       電話 0561-88-2653 

FAX 0561-88-2664       FAX 0561-82-2931 


